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問 福祉こども相談センター
☎ 0558-76-8010

在
宅
医
療
・
介
護
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

家
で
医
療
や
介
護
を
受
け
た
い
人
の
た
め

の
相
談
窓
口
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
や
ご
家

族
の
気
持
ち
を
伺
い
、
身
体
や
生
活
の
状
況

に
応
じ
て
お
話
し
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

家
で
の
医
療
や
介
護
で

分
か
ら
な
い
こ
と
、
心

配
な
こ
と
、
困
っ
て
い

る
こ
と
を
お
話
し
く
だ

さ
い
。
専
門
職
か
ら
の

相
談
も
可
能
で
す
。

【
こ
ん
な
お
困
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
】

〇
病
院
で「
介
護
の
申
請
が
必
要
で
す
」と

言
わ
れ
た
。

〇
体
調
が
悪
く
て
通
院
で
き
な
く
な
っ
た
。

訪
問
し
て
く
れ
る
医
師
を
知
り
た
い
。

〇
家
族
の
物
忘
れ
が
ひ
ど
く
な
っ
て
き
た
。

〇
仕
事
や
子
育
て
と
介
護
が
両
立
で
き
る
か
。

〇
介
護
が
初
め
て
な
の
で
不
安
。

〇
退
院
し
た
ら
自
宅
で
過
ご
し
た
い
。

【
相
談
先
】
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岡
地
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包
括
支
援
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■
韮
山
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
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■
大
仁
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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■
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
相
談
窓
口
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「
家
で
過
ご
し
た
い
」　　
　
　
　

   

思
い
を
チ
ー
ム
で
支
え
ま
す

　

相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
あ
な
た
の
身
体

や
生
活
の
状
況
に
対
応
し
た
チ
ー
ム
を
作

り
、
あ
な
た
や
ご
家
族
を
支
え
ま
す
。

　

ご
自
宅
以
外
に
も
、
介
護
施
設
や
高
齢
者

住
宅
な
ど
の
選
択
肢
が
あ
り
ま
す
。

　

急
な「
困
っ
た
」に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

ま
ず
は
、
あ
な
た
が
ど
ん
な
生
活
を
望
ん
で

い
る
か
を
家
族
や
友
人
と
話
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
分
か
ら
な
い
こ
と
・
不
安
な
こ
と
を
一

人
で
考
え
ず
に
、
伝
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
福
祉
こ
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
を
賦

課
期
日
と
し
て
所
有
者
へ
課
税
し
て
い
ま

す
。
届
出
が
な
い
場
合
、
取
り
壊
し
た
家

屋
に
誤
っ
て
課
税
さ
れ
る
原
因
に
な
り
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
未
登
記
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

「
家
屋
滅
失
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
登
記
済
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　

法
務
局
で「
滅
失
登
記
」の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
滅
失
登
記
を
行
わ
な
い
と

き
や
、
申
請
が
12
月
末
日
ま
で
に
間
に
合

わ
な
い
と
き
は
、「
家
屋
滅
失
届
」を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
以
前
に
取
り
壊
し
た
家
屋
に
誤
っ

て
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
取
り
壊

し
た
日
を
確
認
で
き
る
書
類（
解
体
証

明
な
ど
）を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※「
家
屋
滅
失
届
」は
市
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
税

　

務
課
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た

　
　

     
と
き
は
一
報
を
！

問
税
務
課
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　テレビや新聞では、連日、虐待事件が報道されています。虐待事件
は、どこか遠くの町で起きていること…そう思っていませんか？
　でも、ちょっと待ってください！あなたの住む伊豆の国市でも、毎
年、高齢者や障がい者に対する虐待が報告されています。

あなたの周りにはありませんか？

「虐待かも」と思ったら、迷わずお電話ください。
相談者、相談内容の秘密は守ります。匿名での連絡も可能です。

問い合わせ・連絡先
【高齢者・障がい者】
虐待防止センター （福祉こども相談センター内）
☎ 0558-76-8010
【高齢者】
長岡地域包括支援センター　☎ 055-946-0692
韮山地域包括支援センター　☎ 055-949-9213
大仁地域包括支援センター　☎ 0558-76-7311

11 月25 日（金）～12月1日（木）は
犯罪被害者週間 です

　犯罪被害者やその家族は、犯罪
そのものの被害だけではなく、精
神的や経済的にもさまざまな被
害を受けています。
　犯罪被害者が元の生活を取り
戻すためには、皆さんの理解と配
慮が必要です。みんなで支え合う
社会の実現を目指しましょう。

下水道使用料改定のお知らせ
～令和 5年4月1日から下水道使用料を値上げします～

問 下水道課　
☎ 055-948-2920

　市では、下水道事業の健全な経営と適正な維持管理を行っていくため、
令和 5年 4月 1日の検針分から下水道使用料を引き上げます。使用者
の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　下水道は市民生活を支える重要なライフラインの一つで
あり、今後も未整備地域の解消や施設の更新、維持管理な
どを継続しなければなりません。しかし、現在の市の使用
料水準では、必要な費用を使用料で賄いきれていません。
この不足分は一般会計に依存しており、未整備地域の市民
との公平性を欠くこととなっています。

下水道使用料改定に至るまで

下水道使用料はこのように変わります
改定前後の下水道使用料（2カ月当たり、税込 )

使用区分
現行 改定後

水量区分 金額 水量区分 金額

一般汚水
基本料金 20㎥まで 2,310 円   20㎥まで 2,596 円

超過料金 1㎥につき 115.5 円 1㎥につき 129.8 円

営業用温泉汚水 1㎥につき 55 円 1㎥につき 61.6 円

□　身体に傷が頻繁にある。
□　急におびえたり、怖がったりする。
□　性器の痛み、かゆみを訴える。
□　 かきむしり、かみつきなど攻撃的な態度
がみられる。

□　 おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどのパニッ
ク症状を起こす。

□　 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、
顔の表情がなくなる。

□　 身体からの異臭、汚れがひどい髪、爪が
伸びて汚い、皮膚のただれ。

□　 ずっと同じ服を着ている、汚れたままの
シーツ、濡れたままの下着。

□　 病気やけがをしても家族が受診を拒否、
行った気配がない。

□　日常生活に必要な金銭を渡されていない。
□　 年金や賃金がどう管理されているか本人
が知らない。

□　 サービスの利用料や生活費の支払いがで
きない。

あなたの身近な人にこのようなサインはありませんか？

高齢者 障がい者

　答申を受けた市は、この内容を参考に
作成した使用料改定案を市議会に提出。
９月議会で、令和５年４月１日検針分か
ら約 12％増とする料金改定を実施する議
案を提案し、市議会で承認を受けました。

・市議会での議決

　市では、下水道利用者と未利用者の公
平性を確保するため、市下水道事業運営
審議会に下水道使用料の改定について意
見を求めました。同審
議会では、令和 3年７
月から適正な使用料に
ついて４回の審議が行
われ、６月に「答申書」
が提出されました。

・市下水道事業運営審議会における審議


